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（１０：００） 

議    長  ご起立願います。おはようございます。ご着席ください。  

  ただいまの出席議員は１６名です。定足数に達しておりますので、平成２

５年８月川棚町臨時会を開会します。これから本日の会議を開きます。  

  建設課長は出張ため、欠席の届けが出ております。  

 

議    長  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定によって、朝長

敏議員及び小田成実議員を指名します。 

 

議    長  次に、日程第２、会期の決定を議題とします。 

  お諮りします。本臨時会の会期は、お手元に配布しております会期日程案

のとおり、本日１日限りとしたいと思いますが、これに異議ありませんか。 

 

「な  し」の声あり 

 

議    長  異議なしと認めます。したがって、本臨時会の会期は、本日１

日限りと決定を致しました。なお、議事日程につきましても、お手元に配布

のとおりであります。 

 

議    長  次に、日程第３、議案第４０号「工事請負契約の締結について

（国民宿舎くじゃく荘外壁改修工事）」を議題とします。提案理由の説明を

求めます。 

町    長  皆様おはようございます。本日ここに平成２５年川棚町議会８

月臨時会を招集致しましたところ、議員の皆様方におかれましては、残暑厳

しい中、ご健勝にてご出席をいただき、定刻開会をいただきまして誠にあり

がとうございます。 

  本臨時会に提案する議案は、契約締結について１件でございます。それで

はさっそく議案第４０号「工事請負契約の締結について（国民宿舎くじゃく

荘外壁改修工事）」の提案理由を説明致します。 

  地方自治法第９６条第１項第５号の規定により、議会の議決に付すべき契
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約につきましては、昭和３９年条例第６号「議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得または処分に関する条例」により、予定価格が５千万円以上の工

事の請負契約と規定されており、本契約が当該規定に該当致しますので、議

会の議決を求めるものでございます。 

  その内容についてでありますが、国民宿舎くじゃく荘外壁改修工事にかか

る入札会を、去る８月８日、８社による指名競争入札で行った結果、波佐見

町宿郷９５９番地１０、株式会社小佐々建設、代表取締役小佐々春城が５ ,

７２２万５千円で落札致しましたので、８月１２日に仮契約を締結致してお

ります。その他、工事概要と詳細につきましては、産業振興課長から説明致

しますので、ご審議の上ご決定くださいますよう、よろしくお願い致します。 

産業振興課長  どうも皆さんこんにちは、産業振興課長の太田でございます。 

それでは工事概要について説明を致します。 

  大崎自然公園にあります国民宿舎くじゃく荘は、平成１０年４月にリニュ

ーアルオープンを致しまして、１５年が経過し、各所に痛みが生じておりま

す。特に、外壁塗装が劣化をしており、視認できるクラックが散見されるほ

か、屋根からの雨漏りが生じるなど、建物の耐久性に影響を及ぼす恐れがあ

り、改修工事を行うこととしております。お手元の議案の次のページからが

参考資料となりますので、ご覧いただきたいと思います。 

  工期につきましては、契約の日から平成２６年２月２８日までとしており

ます。２５年度内での単年度で完了となります。 

  支出の予算につきましては、観光施設事業特別会計、平成２５年度予算に

よるものとなります。工事の内容についてでありますが、建設主体工事の直

接仮設工事として、施設外周足場設置に３,８６１㎡を５ヶ月間設置を致しま

す。また、足場を利用した建具、建設用語でありまして、実際は窓部分でご

ざいます。建具のクリーニングを９４４㎡施工を致します。 

  以下、資料に記載しております順に説明致します。参考資料３ページの右

下に図面番号を記載しております。図面ナンバーＡの１５、中央の下段の部

分に屋根階平面図と記載をしておる資料をご覧ください。防水改修工事とし

て、施設のＲ階、これは屋根のことでございます。及び１階玄関の屋根のひ

び割れ箇所の改修、洗浄防水改修を７２８㎡施工を致します。Ｒ階の施工箇

所につきましては、着色をしている部分でございます。次のページの参考資
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料４ページをご覧ください。 

  右下に図面番号Ａの１７、下段中央に北側立面図と書いたものでございま

す。外壁改修工事と致しまして、バルコニーを含み全体的にひび割れ箇所の

改修、洗浄を５,４６６㎡と、図の中に○Ｄ、一番右下の方にあります○Ｄですね、

一番左下にあります○Ｄ、ここの部分を除く外壁面及び下地処理及び吹きつけ

等改修を４,６７５㎡行います。また、図面では見にくいですが、２階と３階

の屋根、それと両側階段付近のコンクリート面において、対象面積の約２割

を考えておりますが、２６３㎡のひび割れ箇所に樹脂注入を施します。次の

ページの参考資料図面ナンバーＡの１９、中央部に西側立面図と書いた図面

をご覧ください。 

  塗装改修工事として、図面左下に示しております１階玄関下の庇屋根の清

掃及び樹脂塗装を２３㎡行います。また、幕屋根工事として、図面の右側の

方に示しております２階ポーチの幕屋根が前に説明しております足場の設置

につきまして支障となるため、一時撤去致しまして、再度復旧をするという

こととしております。この面積につきましては、１５０㎡を予定をしており

ます。 

  並行しまして、幕屋根の鉄骨部材の塗装６０㎡を施工を致します。一つ前

のページに戻っていただきまして、図面ナンバーＡの１７、北側立面図でご

ざいますが、結露水受樋工事につきまして、建物の屋根の下、一番上の最上

階の屋根の部分でございますが、外壁全面に建具、いわゆる窓がありますが、

この建具に浴槽の蒸気により結露が生じます。この結露した水を処理するた

め、建具の家具に樋を３２ｍ設置し、既設排水管に排水を致します。  

  以上が建設主体工事の概要となりまして、設計額の約９７％を占めており

ます。 

  続きまして、図示はしておりませんけれども、機械設備の換気設備工事と

して、５階にある浴槽から生じる熱気を換気するために、廊下東西に一箇所

ずつの計２台の換気扇を設置を致します。 

  続いて、参考資料６ページをご覧ください。図面ナンバーＰ１、南側立面

図というものでございます。温泉排水管工事について、建物に垂直に敷設さ

れている４本の温泉排水管につきまして、老朽化が著しいことから、排水管

８０ｍの改修を施工致します。また、図示はしておりませんけれども、電気
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設備工事につきまして、建物の外灯８１台、これの清掃及び絶縁検査を行い、

また機械設備工事で設置する５階の換気扇の電源工事を施工を致します。  

  以上が、本工事の概要となります。本工事によりまして、建物の耐久性の

向上、清掃や吹きつけ等による外壁等の美化により利用者のイメージアップ

を図ることとしております。 

  続きまして、議案の２ページをご覧ください。入札結果一覧表でございま

す。 

  入札執行日は平成２５年８月８日で、指名業者８社及び予定価格、最低制

限価格についてはご覧のとおりとなっております。指名業者につきましては、

業者選定委員会において決定をされておるところでございます。落札額及び

落札業者につきましては、先程も町長より説明がありましたとおり、波佐見

町宿郷９５９番地１０号、株式会社小佐々建設、代表取締役小佐々春城と５,

７２２万５千円で契約を行うこととなっております。 

  以上、説明を終わりますが、よろしくご審議の上ご決定いただきますよう

お願い致します。 

議    長  これから質疑を行います。 

１ 番 村 井        ただいまの課長の説明で、リニューアルして１５年が経過して、

今回の工事ということになったということでございますけれども、今後です

ね、今回この改修をして、耐用年数と言いますか、どれぐらい持つものなの

か。また、国民宿舎の起債償還が２９年まであるわけですけれども、この間

に今回工事を行う以外にですね、それ以外に大幅に改修すべきようなことが

予定されているのかどうか。それと、やっぱり今厳しい観光事業の内容です

けれども、ここはどうしても残さなければいけないというようなことも片方

ではあるわけですので、ここに関して、長期的な何か計画なり存続させるた

めのビジョンというようなことがあるのかどうかお尋ねを致します。  

産業振興課長  それでは村井議員の質問に対してお答え致します。 

  今後、耐用年数がどれぐらい延びるかというようなご質問でありますが、

耐用年数が何年延びるかというような試算は、申し訳ありませんが試算をし

ておりません。まず、雨漏りをした場合は、どうしても耐用年数が下がると

いうことで、それの対策というものを今回は考慮しておるところでございま

す。 
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  あと、起債が平成２９年度まで残っているということでしたが、その間、

大きな工事を予定されているかというようなご質問だったと思いますが、今

年度につきましても、この外壁改修工事以外にもいろいろな工事をしており

ます。やはり海が近いということで、塩害が大きいという部分がございます。

ですけども、そういうふうにいろんな工事をしていかなくちゃいけないとは

思っておりますけれども、大きな工事というものは現在のところ特に計画を

しておりません。 

  長期的なビジョンということでありますが、私も担当となりまして、どう

してもここは残していかなくてはいけないところだという考えがございま

す。そういう考えを持っているだけでございまして、特に長期的ビジョンと

いう視点で、この場で発表するようなビジョンとしては持ち合わせていない

のが実情でございます。 

１ ５ 番 山 口        当然、これは海のそばにあるわけでございまして、今回の、い

わゆる工事内容というのが、塩害対応の仕様になっているのかどうかですね、

単なる普通の一般的な工事なのか、それとも塩害仕様というんですか、それ

に対応するような工事になっているのかというのが一点。それからもう一つ、

電気設備工事で照明器具工事の外灯の清掃及び絶縁検査ということになって

いますが、この結果不具合が見つかればですね、工事内容が増加していくの

かどうか、その二点をお尋ね致します。 

産業振興課長   今回の工事で塩害の仕様になっているかということでござい

ますが、樹脂を注入してクラックを広がらないようにするということは、塩

害の対応は十分可能かと思っております。 

  照明設備の絶縁検査をした後、改修が発生するかということですが、設計

の段階で一度全てを見ております。交換というような話が出ておりませんの

で、今回は清掃と検査だけで済むということで計画をしております。もしも

実際工事をした後に交換が必要ということであれば、そこは対応しなくちゃ

いけないと思っております。以上です。 

３ 番 福 田        工事概要の中で、外壁のひび割れ箇所が対象面積の２割程度を

工事を行うというふうなことでしたけれど、公会堂の外壁の時もそうでした

けれど、思ったよりクラックが多かったとか、後から追加とかあるんじゃな

いかなと思うんですけれども、２割とされた根拠というんですか、どういう
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ふうな算定をされたのか。それともう一つは、結露対策ですね、これは北側

というんですか、正面側と南側の方と同じような窓があるんですけど、片側

だけになっているのはどういうふうなことでそういうふうになっているのか

お聞きしたいと思います。 

産業振興課長   クラックが入ったところの２割を施工するということの根拠

ということでございますが、２階と３階の屋根、いわゆるバルコニーの状態

になったところでございますが、そこが現在、目視でクラックを調査をして

おります。その目視の結果で２割程度、全面積の２割程度という算出をして

おるところでございます。これにつきましては、詳しいことは、やはり清掃

をして小さなクラック等を探さないと分からないということもありましたの

で、そういう意味で２割という算定をしたと聞いております。  

  結露の件でございますが、図面ナンバーのＡの１７で、北側立面図と書い

たものですけれども、これの最上階に屋根がありまして、その下に窓部分が

ございます。こちらは５階からの吹き抜けとなっておりまして、吹き抜けで

すが、その湿気を含んだ空気が入口から漏れるというのが一番大きいので、

この北側の方に結露が大きく発生するというものだと聞いております。以上

です。 

１ ３ 番 森 田        過日の全員協議会の中で説明を受けておりますから大半は理解

しておるんですが、私の関係筋もしょっちゅう利用しているんですここを。

素朴なお尋ねというのはね、指定管理者が運営しておるんですが、この工事

において機械設備とか電気設備とか、あるいは配管とかいうことの工事があ

るんですよ。そのために宿泊客ならびに利用者について利用制限ができる。

例えば、何月何日は部屋は全部だめだとか、あるいは一部だめだとか、そう

いうことが考えられないのか、まぁ準備万端とは思うんですけれども、確認

するためにお聞き致します。 

産業振興課長  工事期間中の営業への影響ということでございますけれども、

足場は５ヶ月間設置をするということは申し上げたと思いますが、その間で

すね、一時的に浴場を休業する場合がございます。それは、浴場付近を工事

する場合が若干考えられます。その他は、営業日を変更するという予定は現

在のところはございません。以上です。 

１４番久保田  今、浴場を休業する場合が出てくるというふうにおっしゃいま
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した。外壁だけのことにこれはなっておりますが、浴場の中の目ふさぎ部分

の板が腐っている部分があります。そういうところをこの中に、わずかな金

額だと思うんですけれども、一緒にその工事をするという考えはあられませ

んか。 

産業振興課長  浴場の目ふさぎ部分というのは、どこらあたりですか。  

議     長  入札に関することですから、事業内容についての個別なこと

や、詳細な件は後で直接話をするようにしてください。よろしいですね、先

に進みます。 

議    長  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。本案に対し、反対討論はありませんか。  

 

「な  し」の声あり 

 

議    長  討論なしと認めます。これから議案第４０号「工事請負契約の

締結について（国民宿舎くじゃく荘外壁改修工事）」の採決を行います。  

  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。  

 

「な  し」の声あり 

 

議    長  異議なしと認めます。したがって議案第４０号「工事請負契約

の締結について（国民宿舎くじゃく荘外壁改修工事）」は、原案のとおり可

決されました。 

（１０：２５） 

議    長  お諮りします。会議規則第４５条の規定により、本臨時会にお

いて議決されました案件につきまして、議決の結果生じました条項、字句、

数字、その他の整理を要するものがあった場合、その整理を議長に委任され

たいと思います。これに異議ありませんか。 

 

「な  し」の声あり 

 

議    長  異議なしと認めます。したがって、これら整理を要するものに
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つきましては、議長に委任することに決定を致しました。 

 

議    長  これをもちまして、本日の日程は全部終了しました。会議を閉

じます。平成２５年８月川棚町議会臨時会を閉会致します。ご起立願います。

お疲れ様でした。 

（１０：２６） 

 

   地方自治法第１２３条第２項の規定により、署名する。  

 

 

 

      川 棚 町 議 会 議 長                           

 

            会 議 録 署 名 議 員                           

 

            会 議 録 署 名 議 員                            


